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我が国の自殺者数は、平成 15年に統計開始以来最多の３万 2,109 人となった後、平成 22 年から

減少に転じ、令和元年には最少の１万 9,425 人となりました。令和２年は 11 年ぶりの増加とな

り、直近の令和４年は２万 1,252 人で推移しています。ピーク時から１万人以上減少したとは言

え、年齢階級別の死因順位では、10 歳から 39 歳までの死因の１位が自殺であり、自殺死亡率（人

口 10 万人対）は先進国（G7)の中で最も高い状況です。

中野区の自殺の状況をみると、直近５年（平成 30年～令和４年）の自殺者数の平均は 53.6 人／

年となり、令和４年の自殺死亡率（人口 10 万人対）は 13.9 と、国や東京都より低い値となってい

ます。直近５年で中野区の自殺の傾向を見ていくと、全国と比べ、女性の 20～30 代と 50 代の自殺

死亡率（人口 10 万人対）が高く、被雇用者や大学・専修学校等の学生の自殺が多いという特徴が

あります。

自殺の原因や動機としては、精神疾患を含む健康問題や経済・生活問題が多い傾向にあります

が、そこに至るまでの背景として、過労やハラスメント、育児や介護疲れ、いじめや孤立・孤独な

どの様々な社会的要因があると言われています。このように、自殺は様々な問題が複合化し、一人

では解決できない状態に陥った末に起こることであり、決して個人の問題とは言えません。

中野区では、第１期の中野区自殺対策計画に引き続き、必要な考えや取組は継続し、令和２年以

降に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症とその後の影響や、新たな課題に対応した取組を盛

り込み、国の自殺総合対策大綱（令和４年 10月閣議決定）、及び東京都の自殺総合対策計画（令和

５年３月策定）を踏まえた上で、新たな計画を策定いたしました。

区は、本計画の基本理念である「誰もが つながり 自殺に追い込まれることのないまち なか

の」を指針に、誰もがどこかで誰かとつながることで、一人で問題を抱え込まずに周囲の人々、区

や関係機関・団体とともに解決し、自殺に追い込まれることのない社会を実現していきます。これ

は、「誰一人取り残すことなく」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である

SDGs の理念とも合致しており、SDGs の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせています。こ

の目標の実現のため、地域の関係機関・団体、学校、企業等と協働しながら自殺対策を推進してま

いります。区民の皆様にはより一層、自殺対策へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

最後に、本計画の策定にあたり、ご審議いただきました「中野区自殺対策審議会」の皆様、意見

交換会およびパブリック・コメント手続きを通して貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆

様に心から感謝申し上げます。

令和６年４月

中野区長

『誰もが つながり

自殺に追い込まれることのないまち

なかの』を目指して
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第１章 計画の改訂にあたって
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第１章 計画の改定にあたって

１ 国および東京都の自殺の現状

我が国の自殺者数は、統計開始の昭和 53年（1978 年）以降、２万人台で推移していましたが、平

成 10 年（1998 年）に３万人を超え、その後平成 23 年（2011 年）まで 14 年間連続して３万人付近

で高止まる状況が続きました。平成 10年（1998 年）の自殺者数急増は、「経済・生活問題」による

中高年男性を中心としたものであり、バブル崩壊後の影響と言われています。平成 24年（2012 年）

から減少に転じ、令和元年（2019 年）には統計開始以来最少の１万 9,425 人となりました。しかし

ながら、令和２年（2020 年）に上昇に転じ、直近の令和４年は２万人前半で推移しています。近年

増加している層は、女性や子ども・若者層であり、令和元年（2019 年）12 月から発生した新型コロ

ナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）による、生活や経済状況の大きな変化によるも

のと考えられています。

東京都の自殺者数は、全国の動きと同様に平成９年から 10 年にかけて急増し、以降は概ね 2,000

人台後半で推移していましたが、平成 23 年の 2,919 人をピークに減少傾向に転じています。全体的

な自殺者数や自殺死亡率（10 万人対）の動きは、全国の動きとほぼ連動していますが、東京都の特

徴として 30 歳代以下の自殺者が全体の３割を占めており、全国と比較して若年層の割合が高いこと

が挙げられます。

資料：人口動態統計より作成
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資料：人口動態統計より作成

２ 国および東京都の動向

平成 10 年（1998 年）以降の自殺者が３万人を超える状況を受け、国は平成 18年（2006 年）６月

に「自殺対策基本法（以下、「基本法」）」を制定、平成 19 年（2007 年）６月にはこの法律に基づき、

国の自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱（以下、「大綱」）」を策定しました。その後、「基本法」

は施行 10 年の節目に当たる平成 28 年（2016 年）３月に一部改正され、自殺対策の更なる推進のた

め、都道府県・区市町村が地域自殺対策計画を定めるものとされました。「基本法」の改正や自殺の

実態を踏まえ、平成 29年（2017 年）７月には、「大綱」の抜本的な見直しが行われ、「令和８年（2026

年）までに自殺死亡率を平成 27 年（2015 年）と比べて 30％以上減少させ、13.0 以下にすること」

が数値目標に掲げられました。

「大綱」は、おおむね５年を目処に見直すこととされているため、令和４年（2022 年）10月には、

新型コロナウイルス感染症等新たな影響を踏まえた対策を盛り込んだ大綱「自殺総合対策大綱～誰

もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～（以下、「新大綱」）」が閣議決定されま

した。

「新大綱」では、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性に対する支援の強化」、「新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」など、総合的な自殺対策の更なる推進・

強化が掲げられています。数値目標は、以前の「大綱」で定められた目標が継続されています。

東京都は国の動きを受け、平成 19 年（2007 年）１月には庁内の関係局の緊密な連携のための自殺

対策推進庁内連絡会議、７月には保健、医療、福祉、教育、労働などの多様な分野の参加により、行

政・民間等が幅広く連携して自殺対策に取り組むため、「自殺総合対策東京会議」を設置しました。

平成 21 年（2009 年）３月には、東京における自殺総合対策の取組方針を策定し、平成 25 年（2013

年）11月には国の「大綱」の見直しと東京都の自殺の現状を踏まえて、取組方針を改正しました。

そして、平成 30 年（2018 年）６月には、関係機関・団体との連携・協力の強化を図り、総合的・効

果的な自殺対策をより一層進めていくことを目的に、「東京都自殺総合対策計画～こころといのちの

サポートプラン～」を策定しました。その後、令和４年（2022 年）10月に閣議決定された「新大綱」

と、新型コロナウイルス感染症の影響による女性の自殺者数の増加等の現状を踏まえ、令和５年

（2023 年）に「東京都自殺総合対策計画（第２次）」を策定しました。
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３ これまでの中野区の自殺対策の取組と評価（第１期計画の実績と評価）

中野区では自殺対策計画（以下、第１期計画）策定前より、「人材育成」、「普及啓発」、「相談事業」

の３本柱を据え自殺対策に取り組んできました。第１期計画の策定に際して、全庁横断的に自殺対

策に関する事業を洗い出し、自殺対策は一つの担当課だけでなく、全庁のあらゆる課が意識を持っ

て取り組むべき課題であることの認識を深めました。

第１期計画は、「かけがえのない いのち を守り、つまずいても 誰もが 再出発できるまち 中野」

を基本理念に、３つの基本目標とそれらに沿った４つの基本施策にて構成されています。第１期計

画策定時に設定している数値目標を基に、計画の達成状況を以下のとおり評価します。

※なお、第１期計画の計画期間は令和５年度までとなりますが、現時点で当該計画への掲載が可

能な令和４年度、または令和３年度の実績で評価しています。

【計画全体の数値目標】

【実績】

計画全体の数値目標となる「自殺死亡率（人口 10 万人対）」は令和４年時点で「13.9」となり、令

和５年度の目標である「16.0」を約２ポイント下回り、令和８年の目標である「14.4」をも既に達成

する形となりました。このように令和４年は自殺死亡率の減少が見られましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を大きく受けたと考えられる令和２年は一時的に上昇した局面もあり、人々の生

活を脅かす出来事が起きた際には、影響が即座に反映される不安定さもあります。これは、全国や

東京都と比べ、母数となる人口が少ないことが一因と言えます。そのため、数値目標を一つの目安

にしつつも、一時点の数値で判断することなく、減少傾向を継続できるよう今後も引き続き自殺対

策を推進していく必要があります。

基準値 目標値

平成27年（2015年） 令和5年（2023年）
第１期計画終期

令和8年（2026年）
自殺総合対策大綱に沿った目標

自殺死亡率（人口10万人対）
の減少

20.5 16.0 14.4

数値目標

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

22.1 16.9 17.0 10.6 21.5 17.6 13.9

自殺死亡率（人口
10万人対）の推移
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【基本目標ごとの成果指標】

第１期計画では全体目標の達成を実現するため、３つの基本目標とそれに沿った成果指標を設定

しています。以下、基本目標ごとの成果指標の評価となります。

【基本目標１ 生きることの促進要因を増やす（ポピュレーションアプローチ＊）】では、区民全

体の自殺対策への関心や知識の向上を測る指標を設定しています。「自殺対策は自分自身に関わるこ

とと思う人の割合」は、現状値（平成 30 年度）から４ポイント増加しました。目標値の 35.0%を 4.2

ポイント下回りましたが、自殺対策強化月間に合わせた普及啓発活動や講演会の実施により、自殺

対策を自分や自分の家族に関することとして認識する人が増えたと考えられます。また、区民向け

のゲートキーパー＊研修でのアンケートにて、「今後に活用できると答えた人の割合」は、85％とな

り、目標値の 93％を下回りました。研修の受講だけでは、実生活で活かしていくという部分までの

アプローチができていないと考えられ、今後の研修実施の工夫等が必要だと考えられます。

【基本目標２ 生きることの阻害要因を減らす（ターゲットアプローチ＊）】では、生きる上での

困難さを抱える人たちを支援する側の意識や対応力向上を測る指標を設定しています。こころの相

談窓口を案内するリーフレットを配布する機関について、目標値は 20 か所としていましたが、令和

４年度現在 44 か所となり、目標を上回る実績となりました。また、支援者向けに行っている「ゲー

トキーパー＊研修」でのアンケートにて、「研修内容が今後に活用できると答えた人の割合」は、目

標値の 95％を上回る 96.8％となり、支援者の対応力向上に寄与したと考えられます。

【基本目標３ 関係機関が連携して自殺対策を推進する（包括的な推進体制の基盤整備）】では、

自殺対策に関する部・課を超えた連携を測る指標として、連携した事業や会議体の回数を設定して

います。中野区自殺対策審議会、中野区地域精神保健連絡協議会、人権週間パネル展などで庁内各

現状 目標 実績
平成３０年度
（２０１８年度）

令和５年度
（２０２３年度）

令和４年度
（２０２２年度）

自殺対策は自分自身に関
わることと思う人の割合

健康福祉に関する意識調
査

26.8% 35.0% 30.8%

自殺対策講演会参加のう
ち、今後に活用できると
答えた人の割合

自殺対策講演会（区民向
けゲートキーパー研修）
アンケート

ー 93.0% 85.0%

現状 目標 実績
平成３０年度
（２０１８年度）

令和５年度
（２０２３年度）

令和４年度
（２０２２年度）

リーフレット配布に協力
を得られた関係機関の数

ー ー 20か所 44か所

ゲートキーパー研修参加
者のうち、今後に活用で
きると答えた人の割合

支援者向けゲートキー
パー研修アンケート

ー 95.0% 96.8%

現状 目標 実績
平成３０年度
（２０１８年度）

令和５年度
（２０２３年度）

令和４年度
（２０２２年度）

庁内各部課および関係機
関と連携して実施した事
業の回数

ー ー 年５回 年５回

基本目標１　生きることの促進要因を増やす（ポピュレーションアプローチ）

基本目標２　生きることの阻害要因を減らす（ターゲットアプローチ）

基本目標３　関係機関が連携して自殺対策を推進する（包括的な推進体制の基盤整備）

成果指標 根拠

成果指標 根拠

成果指標 根拠
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部課と連携し、目標通りの年５回の事業実施となりました。

以上から、基本目標２、３のように支援者側、または事業を実施する所管課側の取り組みは、目標

達成がみられていますが、目標１のように一般区民を含めたポピュレーションアプローチ＊の部分を

さらに推進していく余地があると考えられます。



- 7 -

第２章 中野区の自殺の現状と課題
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１ 統計データからみる自殺の現状

（１）使用する統計データについて

本計画では、警察庁の「自殺統計」を自殺の実態把握を目的に加工した「地域における自殺の基礎

資料」、厚生労働省の「人口動態統計」、厚生労働省の指定調査研究等法人の「いのち支える自殺対策

推進センター（JSCP）」が各自治体の自殺の実態をまとめた「地域自殺実態プロファイル」を使用し

ています。それぞれのデータの特徴は以下のとおりです。なお、いずれもデータの集計期間は年間

（１月１日～12 月 31 日）です。

①警察庁の「自殺統計」と厚生労働省の「人口動態統計」について

※なお、警察庁の「自殺統計」については自殺統計原票の見直しにより、令和４年より「職業」、「自

殺の原因・動機」の項目や集計方法に変更があったため、５年合計の統計資料では令和３年までの

データを使用しています。

②いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）の「地域自殺実態プロファイル」

自殺に係る様々なデータを用い、それぞれの自治体の自殺の実態をまとめた資料です。公開不可

のデータが含まれる場合があるため、一般には公表されていません。

▼使用データ

・警察庁「自殺統計」原票データ

・厚生労働省「人口動態調査」

・総務省「住民基本台帳に基づく人口（住基人口）」 など

③統計データの留意点

・「自殺死亡率」とは、人口 10 万人あたりの自殺による死亡率です。

・「％」で表した数値は、それぞれの割合を小数点第２位で四捨五入して算出しているため、全て

の割合を合計しても 100％にならない場合があります。

時点 場所

警察庁の「自殺統計」
捜査等により自殺で
あると判明した時点

で計上
外国人の自殺者も含む

発見日と
自殺日

発見地と
居住地

厚生労働省「地域にお
ける自殺の基礎資料」

厚生労働省の「人口動態統計」

自殺、他殺あるいは
事故死のいずれか不明
のときは原因不明の死
亡等で処理し、後日原
因が判明し、死亡診断
書等の作成者から自殺
の旨訂正報告があった

場合、遡って計上

外国人の自殺者は
含まない

死亡時点
住民票の
所在地

データの特徴

集計対象資料名 加工された資料
調査時点

日本における
外国人の取扱い
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（２）全般的な状況

①自殺者数の推移

中野区の自殺者数の推移をみると、令和元年には男性 24 人、女性 11 人の合計 35 人と最少と

なりましたが、翌年の令和２年には約２倍の 72 名に急増しました。令和３年以降は再び減少傾

向の動きを見せています。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成

②自殺死亡率の推移

自殺死亡率の推移をみると、中野区は令和元年までは減少傾向にありましたが、令和２年に

前年の約２倍に増加しました。令和３年以降、全体としては再び減少傾向となっています。中野

区は全国や東京都と比して母数となる人口が少ないため、自殺死亡率の上下の変動が大きくな

っています。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成
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③男女別の自殺死亡率の推移

中野区の自殺死亡率の推移を男女別でみると、女性と比べた男性の自殺死亡率は約２～３倍

と男性の自殺死亡率が多い傾向にありましたが、令和２年以降は約 1.1～1.4 倍と男女の自殺者

数の差が縮まっています。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成
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④男女別・年齢階級別（10歳刻み）の自殺死亡率の推移

男女共に、新型コロナウイルス感染症の影響が反映され始めた令和２年（2020 年）に、多く

の年代で死亡率が上昇しましたが、令和４年（2022 年）にかけて減少傾向がみられます。しか

し、男性では 60 歳代、女性では 20 歳代の上昇が目立っています。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）地域自殺実態プロファイル 2023 追加資料１より抜粋

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）地域自殺実態プロファイル 2023 追加資料１より抜粋
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【参考】東京都の男女別・年齢階級別（10 歳刻み）の自殺死亡率の推移

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）地域自殺実態プロファイル 2023 追加資料１より抜粋

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）地域自殺実態プロファイル 2023 追加資料１より抜粋
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⑤性別・年代別（10歳刻み）の自殺者割合（平成 30 年～令和４年の５年平均）

中野区の性別・年代別の自殺者割合（全自殺者を 100%としたとき、その性別・年代の自殺者

が何%にあたるか）をみると、全国平均に比べ、男性の 20～40 歳代、女性の 20～30 歳代と 50歳

代の割合が高くなっています。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より抜粋

⑥性別・年代（10 歳刻み）別の平均自殺死亡率（平成 30 年～令和４年の５年平均）

中野区の性別・年代別の平均自殺死亡率について、男性は 20 歳未満、女性は 20～30 歳代と

50 歳代で全国の値を上回っています。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より抜粋
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⑦性別・年代別（20 歳刻み）・職業の有無別・同独居別の自殺者数割合の上位５位（平成 30年

～令和４年の５年合計）

上位３位はいずれも男性が占めており、上位２位については有職者、３位についても失業か

ら生活困窮に陥る自殺の危機経路が見られ、働き盛りの男性に自殺者の割合が多いと言えます。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より作成

【参考】性別・年代別（20 歳刻み）・職業の有無別・同独居別の自殺者数割合・自殺死亡率（中野区・

全国）（平成 30年～令和４年の合計）

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より抜粋

性別・年代（20歳刻み）別・職業の有無別・同独居別の自殺者割合　上位５位（平成30年～令和４年の5年合計）

自殺者数 自殺死亡率*

(５年計) (10万対)

１位　男性20～39歳有職独居 28 10.4% 20.4

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の

悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺

②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正規雇用

→生活苦→借金→うつ状態→自殺

２位　男性40～59歳有職独居 24 9.0% 29.5
配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失敗→

うつ状態＋アルコール依存→自殺

３位　男性40～59歳無職独居 17 6.3% 139.2 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺

４位　女性20～39歳有職独居 16 6.0% 17.1
①非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺

②仕事の悩み→うつ状態→休職／復職の悩み→自殺

５位　女性40～59歳無職同居 15 5.6% 21.0 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺

【参考】全自殺者数（５年計） 268 100.0% 16.1

**「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書2013」を参考に推定したもの。自殺者の特性別に見て代表的と

考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意いただきたい。

自殺者の属性 割合 背景にある主な自殺の危機経路**
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（３）新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症は令和元年 12 月初旬に中国の武漢市で報告され、令和２年１月 15

日には日本で１例目の感染者が報告されました。新型コロナウイルス感染症発生前の平成 30 年以

前の２年間と、影響が出始めた令和２年以降の２年間との性別・年代別の自殺者割合を比較した

ところ、発生前は 20～30 歳代の男性の割合が高く、女性の割合は全体的に低い傾向にありました

が、発生後、男性の 40～50 歳代の自殺者割合が増加し、女性は 20 歳代、40～50 歳代と幅広い層

で増加が見られています。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成
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（４）自殺者における自殺未遂歴

自殺で亡くなった人のうち、過去の自殺未遂歴がある人の割合は約２割と、全国や東京都と比

べ大きな差はありません。また約５割は自殺未遂歴がないため、自殺者のおおよそ半分が１回の

自殺行為で命を落としていると言えます。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成
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（５）自殺者の職業等の状況

①職業別の自殺者の状況（平成 29年～令和３年の５年合計）

職業別で見ると、「被雇用・勤め人」が最も多く、次いで「その他無職者」となっています。

全国や東京都と比べても「被雇用・勤め人」の割合が大きくなっています。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成

②常住地による従業地別 15歳以上就業者数の割合

中野区を常住地としている 15 歳以上就業者の従業区町村別の割合をみると、「自宅」「自宅

外」を合わせた区内での従業は約３割、「特別区」「市・郡・島部」「他県」「市区町村不詳・外

国」を合わせた区外での従業は約７割と、多くの就業者が区外の従業地に勤めています。

資料：総務省統計局「令和２年国勢調査」従業地・通学地による人口・就業状態等集計より作成
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（６）自殺の原因・動機

全国や東京都と同様、自殺の原因や動機としては「健康問題」の比率が最も大きく、次いで「経

済・生活問題」となります。「健康問題」には、身体疾患だけでなく、うつ病、統合失調症などの

精神疾患も含まれます。原因や動機の統計は１事例について複数の原因・動機が挙げられている

ため、割合が多い「健康問題」だけでなく、その他様々な原因・動機が関与していることへの留意

が必要です。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成



- 19 -

（７）自殺の手段

自殺の手段は「首つり」が最も多く、次いで「飛降り」となります。全国の割合とはほぼ差があ

りませんが、東京都と比較すると、「首つり」の割合は約１割合ほど多く、「飛降り」はやや少ない

傾向にあります。

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（市町村・自殺日・住居地）」より作成
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（８）就学者の自殺の内訳

就学者の自殺の内訳をみると、「大学生」が最も多く、次いで「専修学校生等」となっています。

※当該統計は中野区のみのデータでは実数が少なく、公表できないため、区西部医療圏（中野

区・新宿区・杉並区）データを使用しています。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より作成

（９）高齢者の自殺の状況

高齢者の自殺について、性別・年代別かつ同居人の有無で分けたところ、男性 60 歳代同居人あ

りの割合が最も高く、次いで男性 70 歳代の同居人なし、同居人ありと続きます。東京都や全国と

比べても、男性の 60 歳代で同居人がいる方の自殺の割合が高い傾向にあります。

資料：いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）「地域自殺実態プロファイル 2023」より作成
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６０歳代 10 5 17.9% 8.9% 422 396 12.5% 11.7% 5,354 4,003 13.4% 10.0%

７０歳代 6 9 10.7% 16.1% 444 400 13.1% 11.8% 5,951 3,374 14.9% 8.4%

８０歳以上 4 2 7.1% 3.6% 289 181 8.5% 5.3% 4,767 2,093 11.9% 5.2%

６０歳代 5 2 8.9% 3.6% 319 129 9.4% 3.8% 3,385 1,136 8.5% 2.8%

７０歳代 4 5 7.1% 8.9% 287 179 8.5% 5.3% 3,646 1,734 9.1% 4.3%

８０歳以上 1 3 1.8% 5.4% 180 162 5.3% 4.8% 2,798 1,702 7.0% 4.3%

全国

自殺者数 割合
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２ 「健康福祉に関する意識調査」の結果

（１）調査概要

①調査の目的

区民の健康福祉への関心や健康福祉サービスに対する意見などを把握し、区の事業や施策の達

成状況の確認や、見直し・改善を図る指標として活用するため。

②調査対象

満 20 歳以上の区民（基準日：令和２年４月１日時点 296,535 人）

③調査地域

中野区全域

④調査標本数

3,000 人

⑤抽出方法

無作為抽出

⑥有効回収数

1,379 人（回収率 46.0%）

⑦調査方法

郵便による配布・回収

⑧調査期間

令和 2年 5月 8日～5月 29 日
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（２）結果

①自身や家族がうつ病になった際の相談先

自身や家族がうつ病になった際に抵抗なく相談できると考えるのは、「精神科等の専門医療機関

に相談（受診）する」（61.8％）が最も高く、次いで「かかりつけの診療所（医院・クリニック）

に相談する」（36.9％）、「公的な相談窓口を利用する」（19.4％）となっています。

②自殺対策は自分自身に関わることと思うか

全体でみると、「そう思う」（14.0％）と「どちらかといえばそう思う」（16.8％）を合わせた《思

う》が 30.8％に対し、「そう思わない」（33.9％）と「どちらかといえばそう思わない」（16.4％）

を合わせた《思わない》は 50.3％となっています。
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③今後必要な自殺対策

「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」（58.8％）が最も高く、次いで「子どもの自殺予防」

（38.9％）、「自殺の実態を明らかにする調査・分析」（33.8％）、「地域やコミュニティを通じた見

守り・支え合い」（25.6％）となっています。
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３ 第２期中野区自殺対策審議会での審議内容と明らかになった課題

審議会での意見 課題

・普及啓発が必要な人に届いてない。

・働き盛りの男性など自殺者割合が多い層に広報が届いてい

るのか検証が必要。

・SNS＊などのソーシャルメディアを活用した広報を積極的に

取り入れる必要がある。

普及啓発の工夫とより一層の区

民への浸透

・地域には困っている人をサポートしたいという想いを持つ

人が多く、その想いを形にする取り組みが必要。

・身近に相談を受ける人々の知識や理解を向上させるため、

「ゲートキーパー＊養成研修」があらゆる世代や職域に展開

される必要がある。

・自殺未遂に関わらず、周囲の人々が小さな変化に気づき、声

かけ、相談先の紹介などができる関係性があるとよい。

・地域の支援者を増やす取り組みが必要。

地域の力を引き出し、活かす取り

組みの展開

・非正規被雇用者の経済問題。

・経済的に厳しくても相談や生活保護を受けることを躊躇す

る人がいる。

・貧困の連鎖。

経済・貧困問題を抱える人の相談

へのアクセスのしやすさの強化

・SNS＊での不安定な人との関わりが増え、現実世界での繋が

りが希薄化している。

・ウェルテル効果＊による若い世代の自殺が大きな問題になっ

ている。

・若い世代は対面・電話よりテキスト等インターネットツール

を用いた相談形態を好む傾向がある。

・コロナによる直接的コミュニケーション機会の減少。

若年層の特性に合わせた支援の

強化

・女性の自殺者数の増加

・シングルマザーの育児負担や貧困の問題

・女性中年層の自殺者の増加

女性の自殺の背景に合わせた支

援の強化

・家族形態や子育て環境の変化から、保護者の養育力が低下し

ている傾向にある。

・学齢期から自己肯定感や自尊感情が低く、自己決定機会が少

ない子どもがいる。

・学齢期の過ごし方の多様性や学校以外の居場所への理解が

不足している。

・警察官が対応する自殺未遂者の中に「自分の命は自分の好き

なようにして良い」といった考えを持つ人もいる。

現代の子どもの多様性と子ども

を取り巻く環境に合わせた支援

・雇用側の被雇用者に対するフォローが不足している。

・働く人へのメンタルヘルスケア。

勤労者のメンタルヘルスケア支

援
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審議会での意見 課題

・精神疾患を抱える方が、コロナによる環境の変化で生きる力

を弱めている。

・自殺企図・未遂や重度のうつ病等の状態から社会復帰までの

ハードルが高い。（既存の障害福祉サービスの間を繋ぐサー

ビスが必要。）

精神疾患を抱える人への支援の

強化

・性的マイノリティ＊の方々は、社会の無理解や偏見といった

社会的要因で自殺念慮を抱えることが多い。

・性的マイノリティ＊への理解促進のため、大学の教職向けに

も研修が開始されており、その他の層にもそのような動きを

広げる必要がある。

性的マイノリティ＊への理解の促

進

・高齢者の健康問題による自殺

・孤立に対する見守り、連携、居場所作りが必要。

高齢者の自殺の背景に合わせた

支援

・23 条通報や救急搬送されるも入院とならなかった自殺未遂

者のケアができていない

・自殺未遂者のデータがなく具体的な事業に繋がっていない

自殺未遂者へのケア
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４ 中野区の自殺の現状と課題のまとめ

・自殺死亡率は令和元年から令和２年にかけて２倍以上に増加。

・特に20～30歳代と50歳代の女性と40歳代の男性の自殺死亡率の増加が目立った。

課

題

・全国や東京都と比べ、「被雇用・勤め人」の自殺者割合が多い。

・全国や東京都と比べ、「大学生」、次いで「専修学校生等」の自殺者割合が多い。

自殺の原因・動機

・「健康問題」が圧倒的に多く、次いで「不詳」、「経済・生活問題」となる。

現

状

課

題

現

状

課

題

現

状

課

題

現

状

課

題

現

状

 ▶自殺対策に関心がある層は、自殺者が多い年代と合致しており、「自分事」に
　なり得る感覚があると言える。若年層への働きかけが求められる。

必要な自殺対策
・今後必要な自殺対策として、約６割が「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」
　と回答。

 ▶多様化する悩みや困難に対して細やかな対応ができる窓口が求められている。
　悩みや困難は、問題が複合化している可能性も高いため、相談窓口同士の連携や
　総合的に相談受ける窓口での適切な繋ぎが求められる。

精神疾患（うつ病）を抱えた時の相談先
・全体の約６割が自身や家族がうつ病になった際に、「精神科等の専門医療機関に
　相談（受診）する」と回答。

 ▶必要があれば、精神科等の医療機関に相談するという選択が取れる人が
　半数以上となっているが、今後も更に適切かつ円滑に受診のアクセスがとれる
　ような情報提供が求められる。

自殺対策への関心
・自殺対策は自身に関わることだと《思う》と答える割合が多いのは30歳代、
　20歳代の順に多い。

・全自殺者を100％としたときの自殺者割合については、男性の40歳代、
　20歳代、女性の20歳代、男性の30歳代の順で割合が多い。

職業別

就学者別

 ▶長期的な目線でみると、働き盛りの男性、若年の女性の自殺者が多いという
　傾向があり、勤労者や大学生等に対するより一層の支援が求められる。

 ▶「健康問題」には精神疾患も含まれているが、自殺の経緯にうつ病等の
　精神疾患が関連することは多く、自殺予防の観点からも精神疾患に対する
　適切なフォローが必要。

新型コロナウイルス感染症発生以降の傾向

 ▶今まで男性より少なかった女性の自殺が急増しており、中野区では若年層と
　中年層の二極の増加が見られる。年代や個々のライフステージにより悩みや
　ニーズが異なるため、学生、勤労者、子育て中などそれぞれの層への
　アプローチに、自殺対策の視点を入れていくことが必要。

直近５年間でみる中野区の自殺の特徴
性別・年代別

・全国と比べ、女性では20～30歳代と50歳代の自殺死亡率が高く、男性について
　は、20歳未満を除いた全ての年代で全国並みかやや低い。
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第３章 第２期自殺対策計画の考え方
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１ 計画の基本理念

自殺は突発的な行為ではなく、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神疾

患等の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立・孤独などの様々な社会

的要因があると言われています。自殺を他人事ではなく、自分や自分の家族や身近な人にも関係

あることとして捉え、誰もがどこかで繋がり、必要なサポートに辿り着くことで、自殺に追い込

まれることがないような社会の醸成を目指し、区の取り組みを推進していきます。

２ 計画の位置づけ

本計画は、国の「自殺総合対策大綱」、東京都の都道府県自殺対策計画にあたる「東京都自殺総

合対策計画～こころといのちのサポートプラン～」、および地域の実情を踏まえ、「自殺対策基本

法第１３条２項」に基づく、「市町村自殺対策計画」として策定されています。

また中野区においては、「中野区基本計画」を基軸に、福祉分野の上位計画となる「中野区地域

福祉計画」、その下に位置する「中野区障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画」「中野区高齢

者保健福祉計画、介護保険事業計画」等、またそれ以外の「中野区ユニバーサルデザイン推進計

画」、「中野区男女共同参画基本計画」等の自殺対策と関連する個別計画との整合性を図りながら

計画を推進します。

誰もが つながり 自殺に追い込まれることのないまち なかの
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３ 計画期間

本計画は「中野区自殺対策計画」の第２期計画として策定されています。第１期計画から引き

続いて、令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）の５年間を計画期間とします。

４ 計画の数値目標

数値出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」A7 表（市町村・自殺日・住居地）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

平成31年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

22.1 16.9 17.0 10.6 21.5 17.6 13.9

基準値 目標値

平成27年（2015年） 令和8年（2026年）
自殺総合対策大綱に沿った目標

令和10年（2028年）
当該計画終期

自殺死亡率
（人口10万人対）

20.5 14.4 14.4以下

30%減少

数値目標

自殺死亡率（人口
10万人対）の推移

令和６年度（2024 年度）から令和 10年度（2028 年度）の５年間
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「大綱」で掲げられている「令和８年（2026 年）までに自殺死亡率を平成 27 年（2015 年）と比

べて 30％以上減少させる」という数値目標に合わせ、中野区においても、平成 27 年（2015 年）の

自殺死亡率を基準値として、令和８年（2026 年）までに 30％以上減少させ、14.4 以下とすること

を目標とします。目標値達成後は、計画終期の令和 10 年（2028 年）まで更なる減少を目指し、国

の「自殺総合対策大綱」の更新に伴い、新たな目標が示された場合は、適宜次期計画に反映して参

ります。

５ 自殺対策の推進体制

（１）中野区自殺対策審議会

中野区の自殺対策について総合的かつ効率的な推進を図るため、中野区自殺対策審議会条例

に基づき設置している区長の附属機関です。区長の諮問に応じ、市町村自殺対策計画の策定及

び変更に関する事項、自殺対策に係る施策の推進に関し必要な事項について審議し、答申しま

す。学識経験者、保健医療関係者、社会福祉関係者、関係行政機関の職員等から区長が委嘱した

委員にて構成されます。

（２）（仮称）中野区自殺対策計画推進会議

計画に掲載されている事業を所管する関係各課の課長等を構成員とする庁内の会議体です。

中野区自殺対策計画に沿って事業を推進し、事業の評価、及び成果指標の達成状況の確認を行

います。

（３）自殺対策の推進体制

中野区自殺審議会にて検討された自殺対策施策推進に必要な事項について、「（仮称）中野区

自殺対策計画推進会議」へ還元し、状況に合わせた事業の改善、拡充、再構築等を行うことで、

更なる自殺対策の推進を目指します。
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第４章 施策ごとの取組
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１ 第２期中野区自殺対策計画の施策体系
第１期計画からの自殺対策において重要な考えや取組については継続し、前計画策定時から変化

した中野区の現状、令和４年 10 月に発表された国の新たな「自殺総合対策大綱」に盛り込まれた考

えを踏まえ、以下の体系で自殺対策を推進します。

１ 研修や講座を通した理解・見守り促進

２ 区民の力を活かした地域のサポート

施策Ⅱ 地域の力を活かした自殺対策の実践

１ 経済・貧困問題を抱える人の相談へのアクセス強化

２ 若年層の特性に合わせた支援の強化

３ 様々な年代の女性への支援の展開

４ 子どもの多様性と環境に合わせた支援

５ 勤労者へのメンタルヘルスケア支援

６ 精神疾患を抱える人への支援の強化

７ 性的マイノリティ＊への支援と理解促進

８ 高齢者の孤立防止に対する支援

９ 自殺未遂者へのサポート

10 遺された人への支援

施策Ⅲ 対象者に合わせた「生きる力」の促進

基本理念

誰もが つながり 自殺に追い込まれることのないまち なかの

１ 全ての世代へ届く普及啓発

２ 精神保健福祉に関する普及啓発

施策Ⅰ 区民のこころに届く普及啓発

１ 区内関係機関との連携

２ 庁内関係課との連携と計画の推進体制

施策Ⅳ いのち支える関係機関のネットワーク構築
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２ 計画の数値目標と施策ごとの成果指標

（１）計画の数値目標

（２）施策ごとの成果指標

施策Ⅰ 区民のこころに届く普及啓発

施策Ⅱ 地域の力を活かした自殺対策の実践

施策Ⅲ 対象者に合わせた「生きる力」の促進

施策Ⅳ いのち支える関係機関のネットワーク構築

基準値 目標値

平成27年（2015年） 令和8年（2026年）
自殺総合対策大綱に沿った目標

令和10年（2028年）
当該計画終期

自殺死亡率
（人口10万人対）

20.5 14.4 14.4以下

数値目標

成果指標 現状値（令和４年度） 目標値（令和 10 年度）

自殺対策は自分自身に関わることと〈思う〉（〈そう思う〉と〈どちらかとい

えばそう思う〉の合計）人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】

29.9％ 40％

自分や自分の家族が「うつ病」になったとき、抵抗なく相談できるところと

して〈精神科等の専門医療機関に相談する〉人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】

参考値：令和２年度健康福祉に関する意識調査

61.8％
70％

成果指標 現状値（令和４年度） 目標値（令和 10 年度）

見守り・支えあい活動について〈継続的に活動している〉人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】
5.5％ 10.5％

ゲートキーパー＊養成研修修了者数
一般区民 1,029 人 1,529 人

地域関係者 745 人 1,245 人

成果指標 現状値（令和４年度） 目標値（令和 10 年度）

地域の健康福祉の相談機関について「身近に感じる」と回

答した人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】

すこやか福祉

センター
13.4％ 20％

地域包括支援

センター

(50 歳代以上)

21.7％ 30％

区民活動

センター
19％ 20％

障害や生活困窮、生活上の様々な課題や困りごとを抱えても、相談や支援が

受けられる体制が整っていると〈思う〉（〈そう思う〉と〈どちらかといえば

そう思う〉の合計）人の割合

【出典：区民意識・実態調査】

31.1％ 40％

成果指標 現状値（令和４年度） 目標値（令和 10 年度）

精神保健、自殺対策に関連する会議体の開催回数 ４回 ４回



- 34 -

３ 施策ごとの取組

〇 中野区では働き盛りの男性の自殺者割合が多い傾向にありますが、そのような自殺のハイリスク層

への相談窓口の周知等が十分と言えないため、普及啓発の強化が必要です。

〇 新型コロナウイルス感染症の影響等で自殺死亡率の増加が見られている若年層に向けては、SNS＊

などのソーシャルメディアを活用した適時適切な普及啓発が必要です。

〇 自殺の原因や動機として、「健康問題」（身体疾患・精神疾患の両方を含む）の割合が多い傾向にあり

ます。過労や経済問題など、様々な問題を抱えた末に精神疾患を発症し、正常な判断ができず、自

殺に至ることがあるため、こころへの負荷がかかっているときは躊躇せず精神科や心療内科に受

診できるような、情報提供や環境作りが必要です。

１ 全ての世代に届く普及啓発

背景

成果指標と目標

成果指標
現状値

（令和４年度）

目標値

（令和 10 年度）

自殺対策は自分自身に関わることと〈思う〉（〈そう思う〉

と〈どちらかといえばそう思う〉の合計）人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】
29.9％ 40％

自分や自分の家族が「うつ病」になったとき、抵抗なく相談

できるところとして〈精神科等の専門医療機関に相談する〉

人の割合

参考値：令和２年度健康

福祉に関する意識調査

61.8％
70％

事業名 事業内容 担当課

自殺対策に関する

普及啓発事業

自殺対策に関する国や東京都の情報、中野区が展開す

る自殺対策に関する施策・事業等の情報を必要時、区が

運営するソーシャルメディアにて発信します。

保健予防課

自殺対策強化月間に

おける啓発

東京都が定める自殺対策強化月間（９月、３月）にあわ

せ、区報での特集記事の掲載、区役所ロビー展示、区内

図書館等での特別展示や、区内主要駅、路線バス等での

啓発を実施します。

保健予防課

相談窓口案内カード

「こころといのちの

相談窓口」配布事業

中野区、東京都、厚生労働省、民間団体等様々な団体

が、様々な悩みの切り口で展開している相談窓口を集約

したホームページにアクセスできる二次元バーコードを

掲載したカードを配布します。

保健予防課

取組の方向性

施策Ⅰ 区民のこころに届く普及啓発
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２ 精神保健福祉に関する普及啓発

事業名 事業内容 担当課

若者向け相談窓口

広報

区立中学校卒業生、「二十歳のつどい」対象者に対して、

相談窓口案内カード「こころといのちの相談窓口」を配

布しています。

保健予防課

勤労者向けの広報
新宿地域産業保健センター、ハローワーク、商工会議所、

労働基準監督署等と連携して広報活動を実施します。
保健予防課

【新規】勤労者向け

街頭キャンペーン

東京都が定める自殺対策強化月間にあわせ、JR 中野駅

前等勤労者が集まりやすい場所での相談窓口広報を行

います。

保健予防課

事業名 事業内容 担当課

精神保健福祉講座
区内在住、在勤、在学の方を対象に精神疾患の基礎知識

や症状、接し方について学ぶ講座です。

すこやか福祉

センター

心の病のある方の

家族セミナー

区内在住の精神疾患のある方の家族、その他関心のあ

る方を対象に、精神障害についての理解を深め、障害の

ある方を支えるためにできることを考える会です。

すこやか福祉

センター

【新規】精神科・心療

内科等の情報提供

病院選びや受診のハードルが高い精神科や心療内科の

情報を正しく広報するため、紙媒体、ホームページ等で

情報提供します。

保健予防課
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〇 家庭や地域、職場などで、自殺予防の知識や対応方法、自分自身のメンタルヘルスケアを身につけ

た人が増えていくことが、社会全体の自殺対策に繋がっていくため、区民全体に「ゲートキーパー＊

養成研修」を広めていく必要があります。

〇 地域には困っている人をサポートしたいという想いを持つ人が多く、その想いを形にしていく取組

が求められています。

１ 研修や講座を通した理解・見守り促進

背景

成果指標と目標

取組の方向性

成果指標
現状値

（令和４年度）

目標値

（令和 10 年度）

見守り・支えあい活動について〈継続的に活動してい

る〉人の割合
【出典：健康福祉に関する意識調査】

5.5％ 10.5％

ゲートキーパー＊養成研修修了者数

一般区民 1,029 人 1,529 人

地域関係者 745 人 1,245 人

事業名 事業内容 担当課

自殺対策講演会

（区民向けゲートキー

パー＊養成研修）

自殺は追い込まれた末の死であること、個人の問題では

なく、社会全体で自殺リスクを低下させる必要があるこ

とを理解し、周囲の人ができることを学ぶ講演会を実施

します。

保健予防課

地域関係者向け自殺

対 策 人 材 育 成 事 業

（地域関係者向けゲー

トキーパー ＊ 養成研

修）

民生児童委員、町会・自治会、社会福祉協議会等の地域

関係者向けにゲートキーパー＊養成研修を中心とした自

殺に関連する研修を実施し、自殺に対しての偏見のない

理解、相談対応力向上を目指します。

保健予防課

精神保健福祉講座

（再掲）

区内在住、在勤、在学の方を対象に精神疾患の基礎知識

や症状、接し方について学ぶ講座です。

すこやか福祉

センター

施策Ⅱ 地域の力を活かした自殺対策の実践
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２ 区民の力を活かした地域のサポート

【地域の関係機関の取組】

事業名 事業内容 担当課

【新規】心のサポータ

ー養成講座

一般の区民を対象に、ストレスへの対処方法や身近な人

のこころの不調や病気に気づき、声をかけ、話を聴くな

どの支援を行う「心のサポーター」を養成する講座です。

講座後の心のサポーターとしての活動も支援します。

保健予防課

事業名 事業内容 関係機関

サロン・居場所づくり

事業

気軽に集い、交流し、住民同士が見守りや仲間づくりが

できる場として、区民の協力を得て「居場所・サロン」づ

くりに取り組んでいます。年齢や障害の有無に関係なく

様々な立場、世代の人が参加できることを目指していま

す。

中野区社会福祉

協議会

高齢者困りごと支援

事業

年を重ねていくことで出来なくなるちょっとしたことを

手伝いをするサービスです。区民の参加と協力を得て運

営しています。

中野区社会福祉

協議会

ほほえみサービス

事業

高齢・障害・病気・出産などの事情により、家事や外出の

付き添い等の支援を必要とする方のお手伝いをする会

員制の助け合いの活動です。

中野区社会福祉

協議会

中野ボランティア

センター

ボランティア活動をしたい方、ボランティアの援助を必

要とする方など、ボランティア全般の相談ができます。

中野区社会福祉

協議会

中野区ファミリー・

サポート事業

子育ての援助を受けたい方と援助をしたい方が会員に

なり、お互いに地域の中で助け合いながら子育てをする

会員制の支え合い活動です。

中野区社会福祉

協議会
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地域のつながり・ささえあい

中野つながるフードパントリー

中野区社会福祉協議会のファンドレイジング企画「中野にフードパントリーをつくろ

うプロジェクト」にて集めた資金を基に、令和２年（２０２０年）より「中野つながるフード

パントリー」が各地域で始まりました。

家庭環境・経済状況等により、食に困っている子育て世代等に食材の提供をすること

で、生活を支援し、地域とのつながりをつくることを目的に、中野区内の町会・自治会、

民生児童委員、ボランティア活動団体、社会福祉法人、行政、企業等と協働して行って

います。この活動は中野区全域に広がりをみせ、現在は町会・自治会や民生児童委員、

まちのボランティアの方々が中心となり、地域によっては継続的に開催されています。

令和３年（２０２１年）からは、区内の社会福祉法人の協力を得て相談支援型フードパ

ントリーの取組も試行されており、食の支援を通じて、相談を受け、必要なサービスを

紹介、状況によって伴走型の支援をすることで、生活全体のサポートをしています。

中野は都心に近いエリアにありながら、地域の結びつきや支えあいの基盤があり、

若い世代など新規流入層へも、困りごとのサポートなどを通じてつながりの輪が広が

っています。
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〇 自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、

生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが知られてい

ます。

〇 性別、年代、世帯状況等で置かれている状況は異なり、求められる支援の個別性が高いと言えます。

対象者に合わせた細やかな支援を実現するため、対象者ごとの取組の方向性を設定しました。

〇 特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて増加したと考えられる女性、若年層に対する支援

の強化が急がれています。

１ 経済・貧困問題を抱える人の相談へのアクセス強化

背景

成果指標と目標

取組の方向性

成果指標
現状値

（令和４年度）

目標値

（令和 10年度）

地域の健康福祉の相談機関について「身近

に感じる」と回答した人の割合

【出典：健康福祉に関する意識調査】

すこやか福祉

センター 13.4％ 20％

地域包括支援

センター

(50歳代以上)
21.7％ 30％

区民活動

センター 19％ 20％

障害や生活困窮、生活上の様々な課題や困りごとを抱えて

も、相談や支援が受けられる体制が整っていると〈思う〉

（〈そう思う〉と〈どちらかといえばそう思う〉の合計）人

の割合

【出典：区民意識・実態調査】

31.1％ 40％

事業名 事業内容 担当課

生活相談
面接員を配置し、経済的困窮者、低所得者の福祉向上の

ために、生活相談を行います。
生活援護課

女性相談

女性相談支援員を配置し、DV・ストーカー被害や、仕事・

経済問題など女性の様々な問題や悩みの相談を受け、

その解決のための助言・指導、必要性に応じて一時保護

を行います。

生活援護課

施策Ⅲ 対象者に合わせた「生きる力」の促進
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事業名 事業内容 担当課

路上生活者対策

路上生活からの早期の社会復帰を促進するため、特別

区と東京都で共同して自立支援事業を実施しています。

緊急一時保護センター、自立支援センターへの入所を通

じて就労による自立支援を行います。

生活援護課

被保護者自立支援

被保護者の自立を促進するため、生活保護法による金

銭給付以外の就労支援や財産管理支援等の自立支援プ

ログラムを実施しています。

生活援護課

生活困窮者自立支援

制度

生活困窮の状態にある人に対し、相談支援、住宅確保給

付金支給、就労準備支援による自立支援を行っていま

す。

生活援護課

資金貸付
自立生活資金、受験生がいる世帯への受験関連費用等

の貸付を行っています。
生活援護課

生活保護

憲法第 25 条に規定される理念に基づき、生活に困窮す

る全ての国民にその困窮の程度に応じて保護を行いま

す。

生活援護課

消費生活相談
消費生活相談員による消費生活相談、多重債務相談等

を行っています。
区民サービス課

高齢者施設措置

家庭環境、経済状況等の理由により家庭で生活すること

が困難な高齢者のために養護老人ホームや特別養護老

人ホームへの措置による入所を行います。

福祉推進課

就学援助

経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認

められる児童・生徒の保護者に対して、給食費・学用品費

など学校教育に必要な経費の援助を行います。

学務課

母子家庭等自立支援

教育訓練給付金、高

等職業訓練促進給付

金等事業

就業に結びつきやすい指定講座の受講や資格取得のた

め、養成機関で修業する場合、所定の給付金を支給し、

ひとり親家庭の経済的な負担の軽減と経済的自立を促

進します。

子育て支援課

入院助産

妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由

により入院して分娩することができない場合に、指定の

助産施設（病院、助産院）での出産に必要な費用を援助

します。

子ども・若者

相談課

子ども食堂への支援

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係る経費

を助成します。また、区民等からの寄付物品の提供や運

営に係る相談など、地域における子ども食堂の運営を総

合的に支援します。

子ども・教育

政策課

学習支援団体への

支援

子どもたちの学びを支援するために地域で活動する団

体のニーズを把握し、広報などを含め、必要な支援を行

います。

子ども・教育

政策課



- 41 -

【地域の関係機関の取組】

２ 若年層の特性に合わせた支援の強化

事業名 事業内容 関係機関

福祉何でも相談

毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることな

ど、福祉に関することの全般的な相談窓口です。ご本人

からだけでなく、ご家族等のご相談も受付けます。お話

を伺い、必要なサービスの紹介や関係機関との連携しお

困りごとに対応します。

中野区社会福祉

協議会

生活福祉資金の貸付

事業

低所得世帯、障害者世帯、要介護の高齢者がいる世帯へ

自立の援助のために低利の資金貸付を行います。教育

支援資金の貸付も行っています。

中野区社会福祉

協議会

受験生チャレンジ

支援貸付事業

中学３年生・高校３年生の方がいる低所得世帯を対象に

塾費用、受験料の貸付を行います。

中野区社会福祉

協議会

事業名 事業内容 担当課

子ども・若者支援セン

ター若者相談事業

義務教育終了後から 39 歳までの若者で、就学や就労な

どに課題を抱えている方やその家族に対して、他人や社

会との関係が再構築できるよう助言・支援を行います。

子ども・若者

相談課

若者の対応に悩む

家族への支援

課題を抱える若者の対応に悩んでいる家族向けの講演

会の実施や、家族同士が交流できる場の提供などによ

り、家族の孤立を防ぐとともに、継続的な支援を行いま

す。

子ども・若者

相談課

中野区若者フリース

ペース

「まごころドーナッツ」

子ども・若者支援センターに若者が安心してゆっくりと

過ごせる居場所を提供するとともに、若者が様々な経験

をすることにより社会参加へつながるよう、各種プログ

ラムを実施します。

子ども・若者

相談課

自殺対策メール相談

事業

インターネット上で自殺関連用語の検索に連動して表示

される広告を活用し、自殺のハイリスク者に対してメー

ルによる相談を行い、自殺の中断および感情や行動の

変化につながるよう支援します。

保健予防課

【新規】若年層向け

こころといのちの

出張講座

大学等の学生に対し、メンタルヘルスケア、自殺予防、ゲ

ートキーパー＊研修の要素を盛り込んだ講座を実施し、

困難に対する対応力や援助希求能力の向上を目指しま

す。

保健予防課

ヤングケアラー＊支援

発見が困難で問題が顕在化しにくい特性を持つヤング

ケアラー＊への支援体制を強化するため、支援に関わる

関係者への研修、支援機関の橋渡し役となるコーディネ

ーターの配置やオンラインサロンの設置などを行いま

す。

地域包括ケア

推進課

ひきこもり支援事業

ひきこもり状態にある本人やその家族等に対し、相談窓

口や居場所の設置、家族会の運営支援やアウトリーチ等

による伴走支援を行います。またひきこもりサポーター

養成講座等による支援人材の育成を行います。子どもや

若者以外のひきこもりにも対応しています。

地域包括ケア

推進課
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【地域の関係機関の取組】

３ 様々な年代の女性への支援の展開

事業名 事業内容 担当課

ＤＶ、デートＤＶ防止

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関係等につ

いて考え、自他を尊重する意識を学ぶ講座を実施しま

す。交際相手からの暴力（デートＤＶ）根絶の契機としま

す。

企画課

資金貸付（再掲）
自立生活資金、受験生がいる世帯への受験関連費用等

の貸付を行っています。
生活援護課

事業名 事業内容 関係機関

福祉何でも相談

（再掲）

毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることな

ど、福祉に関することの全般的な相談窓口です。ご本人

からだけでなく、ご家族等のご相談も受け付けます。お

話を伺い、必要なサービスの紹介や関係機関との連携し

お困りごとに対応します。

中野区社会福祉

協議会

生活福祉資金の貸付

事業（再掲）

低所得世帯、障害者世帯、要介護の高齢者がいる世帯へ

自立の援助のために低利の資金貸付を行います。教育

支援資金の貸付も行っています。

中野区社会福祉

協議会

受験生チャレンジ

支援貸付事業（再掲）

中学３年生・高校３年生の方がいる低所得世帯を対象に

塾費用、受験料の貸付を行います。

中野区社会福祉

協議会

事業名 事業内容 担当課

女性相談

（再掲）

女性相談支援員を配置し、DV・ストーカー被害や、仕事・

経済問題など女性の様々な問題や悩みの相談を受け、

その解決のための助言・指導、必要性に応じて一時保護

を行います。

生活援護課

妊娠出産トータルケア

妊娠から出産、子育てまでの個々のニーズ等に応じた切

れ目ない支援を行うため、妊産婦に対する保健指導や各

種サービスの提供を行っています。

すこやか福祉

センター

母親へのメンタル

アンケート

産婦・新生児訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）および

３か月児健診において、母親のメンタルアンケート

（EPDS）を実施し、高得点者には医療系専門職による相

談・面接を行うほか、内容に応じて医師等による専門相

談を実施します。

すこやか福祉

センター

子育て専門相談

母親のメンタルヘルス、子どもの発達に関わる相談等に

医師・心理相談員が対応する専門相談を行います。ま

た、子育て中の保護者の育児不安や疑問の解消を目的

に、心理・栄養・歯科の各職員が個別相談を行います。

すこやか福祉

センター

養育支援訪問事業

養育支援が必要と判断された世帯を保健師等が訪問し

て子どもの養育に関する指導・助言を行うとともに、養

育支援ヘルパーを派遣して、養育環境の維持・改善を図

ります。

すこやか福祉

センター／

子ども・若者

相談課
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事業名 事業内容 担当課

母子家庭等自立支援

教育訓練給付金、高

等職業訓練促進給付

金等事業（再掲）

就業に結びつきやすい指定講座の受講や資格取得のた

め、養成機関で修業する場合、所定の給付金を支給し、

ひとり親家庭の経済的な負担の軽減と経済的自立を促

進します。

子育て支援課

母子生活支援施設

生活・就労・教育・住宅等、解決困難な問題を抱える１８

歳未満の児童を養育している母子世帯が入所できる施

設を運営し、養育支援や家庭運営支援、就労支援等自立

に向けた支援を行います。

子育て支援課

子育て電話相談事業

子育てに関する相談に母子生活支援施設の相談員が電

話で応じます。 子育て支援課

母子家庭等に対する

緊急一時保護事業

区内在住で緊急に保護を要する母子及び女子を一時的

に保護します。 子育て支援課

母子等一体型ショート

ケア事業

見守りが必要な母子等が一時的に施設を利用し、子育て

及び日常生活に関する相談並びに必要な育児・家事指

導等の生活支援を受けることで、母子への福祉の向上を

図ります。

子育て支援課

入院助産（再掲）

妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由

により入院して分娩することができない場合に、指定の

助産施設（病院、助産院）での出産に必要な費用を援助

します。

子ども・若者

相談課

自殺対策メール相談

事業（再掲）

インターネット上で自殺関連用語の検索に連動して表示

される広告を活用し、自殺のハイリスク者に対してメー

ルによる相談を行い、自殺の中断および感情や行動の

変化につながるよう支援します。

保健予防課

【新規】若年層向け

こころといのちの

出張講座（再掲）

大学等の学生に対し、メンタルヘルスケア、自殺予防、ゲ

ートキーパー＊研修の要素を盛り込んだ講座を実施し、

困難に対する対応力や援助希求能力の向上を目指しま

す。

保健予防課

【新規】勤労者向け

はじめてのメンタル

ヘルス相談

働いている人向けに、土日を中心とした精神科医や心理

師等によるメンタルヘルス相談を実施し、心の悩みの整

理や、精神科や心療内科への受診の必要性を判断しま

す。

保健予防課

職員向け自殺対策

人材育成事業（職員

向けゲートキーパー＊

養成研修）

区職員向けに、ゲートキーパー＊養成研修の内容を中心

に、女性や子ども、性的マイノリティ＊の自殺、自死遺族

への支援など時代のニーズに応じた自殺関連テーマで

研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理解、相談対

応力向上を目指します。

保健予防課
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【地域の関係機関の取組】

事業名 事業内容 関係機関

福祉何でも相談

（再掲）

毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることな

ど、福祉に関することの全般的な相談窓口です。ご本人

からだけでなく、ご家族等のご相談も受付けます。お話

を伺い、必要なサービスの紹介や関係機関との連携しお

困りごとに対応します。

中野区社会福祉

協議会

中野区ファミリー・

サポート事業（再掲）

子育ての援助を受けたい方と援助をしたい方が会員に

なり、お互いに地域の中で助け合いながら子育てをする

会員制の支え合い活動です。

中野区社会福祉

協議会
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４ 子どもの多様性と環境に合わせた支援

事業名 事業内容 担当課

人権教育、道徳教育

教育活動全体を通して生命を尊重し、心身ともに健康に

生活する態度を育むために、人権教育・道徳教育の充実

を図ります。

指導室

心の教室相談員の

配置

早期にいじめ・不登校・問題行動等に対応するため、学校

に居場所や話し相手、又は相談相手を見いだせずにいる

児童・生徒に対し、気軽に立ち寄れる場所と話のできる

環境を整備します。

指導室

スクールカウンセラー

の配置

学校内の教育相談体制の充実を図るため、区立小・中学

校に週１日、都のスクールカウンセラーを配置していま

す。また、令和６年度からは区のスクールカウンセラーを

区立小・中学校にそれぞれ週１日以上配置し、今まで以

上の相談環境を整えます。

指導室

学校サポートチーム

児童・生徒の問題行動等の未然防止、早期解決を図るた

め、学校、家庭、地域、関係機関が一体となって取り組む

組織です。

指導室

スクールソーシャル

ワーカーの配置

不登校や生活指導上の課題に対応するため、社会福祉

等の専門的な知識や技術をもった人材を配置し、関係機

関と連携して問題解決へ向けた環境づくりを行います。

指導室

教育相談

教育上の悩みや問題を解消するために、児童・生徒や保

護者との面接・電話相談、遊戯治療、各種の心理的な諸

検査、他機関への紹介を行います。

指導室

教育支援室

長期欠席の児童・生徒に対して学習指導や教育相談等を

行い、学校復帰や社会的自立に向けて支援をします。ま

た、外国人児童・生徒等に対して学習指導や編入前支援

等を行い、日本の学校に安心して通えるよう支援を行い

ます。

指導室

ＳＮＳ＊相談窓口

「ＳＴＡＮＤＢＹ」

中学生を対象に区独自の SNS＊相談窓口を設置し、友

人関係や学業・進路、家族や自分自身の心身に関わるこ

となど、様々な悩みや不安について生徒一人ひとりに応

じた支援を行います。

指導室

就学援助（再掲）

経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認

められる児童・生徒の保護者に対して、給食費・学用品費

など学校教育に必要な経費の援助を行います。

学務課

子ども・若者支援セン

ター若者相談事業

（再掲）

義務教育終了後から３９歳までの若者で、就学や就労な

どに課題を抱えている方やその家族に対して、他人や社

会との関係が再構築できるよう助言・支援を行います。

子ども・若者

相談課

子ども配食事業

経済的な理由や保護者の疾病など、子どもの養育に支

援が必要な家庭に対して食事を配達するとともに、配達

時に家庭の状況を把握し、児童虐待の未然防止を図りま

す。

子ども・若者

相談課
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事業名 事業内容 担当課

児童相談所の運営

家庭環境、児童虐待、非行、里親、児童養護施設等に関

する相談等に対応します。家族が主体的に子どもの安全

を守るしくみをつくることを、あらゆる人と手を携えて

支えます。

児童福祉課

児童施設入所等措置
様々な理由により、家庭での養育が困難な子どもを里親

や施設等に措置します。
児童福祉課

一時保護所運営

子どもの安全の迅速な確保及び、子どもの心身の状況

や置かれている環境を把握する目的で、必要に応じて子

どもを一時保護するために保護所を開設しています。

児童福祉課

子どもの権利救済

機関（子ども相談室）

の運営

子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支援を行

うとともに、必要に応じて、権利侵害の状況の調査や関

係機関への調整等を行い、子どもの権利の侵害からの

すみやかな救済及び子どもの権利の保障を図ります。

子ども・教育

政策課

学習支援事業

生活困窮世帯の小学６年生から中学３年生を対象に学

習支援を行います。小学生は学習の方法を身につけ、学

習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策も含め

た学習指導により、高校への進学を目指します。なお、対

象については、小学４年生まで段階的に拡充していきま

す。

子育て支援課

子ども食堂への支援

（再掲）

子ども食堂を運営する団体に対し、その運営に係る経費

を助成します。また、区民等からの寄付物品の提供や運

営に係る相談など、地域における子ども食堂の運営を総

合的に支援します。

子育て支援課

学習支援団体への

支援（再掲）

子どもの学びを支援するために地域で活動する団体の

ニーズを把握し、広報などを含め、必要な支援を行いま

す。

子育て支援課

ヤングケアラー＊支援

（再掲）

発見が困難で問題が顕在化しにくい特性を持つヤング

ケアラー＊への支援体制を強化するため、支援に関わる

関係者への研修、支援機関の橋渡し役となるコーディネ

ーターの配置やオンラインサロンの設置などを行いま

す。

地域包括ケア

推進課

ひきこもり支援事業

（再掲）

ひきこもり状態にある本人やその家族等に対し、相談窓

口や居場所の設置、家族会の運営支援やアウトリーチ等

による伴走支援を行います。またひきこもりサポーター

養成講座等による支援人材の育成を行います。子どもや

若者以外のひきこもりにも対応しています。

地域包括ケア

推進課

職員向け自殺対策

人材育成事業（職員

向けゲートキーパー＊

養成研修）（再掲）

区職員向けに、ゲートキーパー＊養成研修の内容を中心

に、女性や子ども、性的マイノリティ＊の自殺、自死遺族

への支援など時代のニーズに応じた自殺関連テーマで

研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理解、相談対

応力向上を目指します。

保健予防課
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【地域の関係機関の取組】

５ 勤労者へのメンタルヘルスケア支援

６ 精神疾患を抱える人への支援の強化

事業名 事業内容 関係機関

福祉何でも相談

（再掲）

毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることな

ど、福祉に関することの全般的な相談窓口です。ご本人

からだけでなく、ご家族等のご相談も受付けます。お話

を伺い、必要なサービスの紹介や関係機関との連携しお

困りごとに対応します。

中野区社会福祉

協議会

事業名 事業内容 担当課

勤労者向けの広報

（再掲）

新宿地域産業保健センター、ハローワーク、商工会議所、

労働基準監督署等と連携して広報活動を実施します。
保健予防課

【新規】勤労者向け

街頭キャンペーン

（再掲）

東京都が定める自殺対策強化月間にあわせ、JR 中野駅

前等勤労者が集まりやすい場所での相談窓口広報を行

います。

保健予防課

【新規】勤労者向け

はじめてのメンタル

ヘルス相談（再掲）

働いている人向けに、土日に精神科医や心理師等による

メンタルヘルス相談を実施し、心の悩みの整理や、精神

科や心療内科への受診の必要性を判断します。

保健予防課

事業名 事業内容 担当課

精神障害者等の相談

精神障害のある人とその家族及び心の悩みのある人を

対象に、専門医師による個別相談、保健師による相談及

び家庭訪問を随時実施しています。

すこやか福祉

センター

精神保健相談

精神科の受診までには至らない、あるいは受診したいが

出来ないなどの心の悩みのある区民、家族及び関係者

を対象に専門医師による相談を実施しています。（ここ

ろのクリニック、嗜癖相談、高齢者専門相談）

すこやか福祉

センター

精神障害回復者社会

生活適応訓練事業

（デイケア）

精神障害回復者を対象にレクリエーションや創作活動、

料理、話し合い、スポーツ、社会生活技能訓練、社会資源

活用等を通した社会適応訓練を行っています。

すこやか福祉

センター

精神障害者地域生活

支援センター

（せせらぎ）

精神障害のある人の地域における暮らしを支援し、安心

してくつろげる場を提供しています。日常生活の支援、

相談、地域交流、居住サポート、ピアカウンセリングなど

を行っています。

障害福祉課

精神障害者地域生活

支援拠点（ippuku）

障害者の地域生活の移行や継続を推進し、障害者が住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行う拠点

施設です。

障害福祉課
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事業名 事業内容 担当課

措置入院者等退院後

支援

措置入院者に対し、退院後に措置入院を繰り返すことな

く地域で安定したその人らしい生活を送れることを目指

し、本人の同意を得て作成した退院後支援計画に沿った

支援を行います。

保健予防課

医療中断予防訪問等

事業

地域生活において様々な課題を抱え、精神科医療の必

要性が高いが、未治療や治療中断となっている人などを

対象に、多職種チームで対応し、適切な医療の導入、地

域でのその人らしい生活が送れるように支援します。

保健予防課

中野区地域精神

保健連絡協議会

地域において精神障害者が安心して生活できるよう地

域の保健・福祉・医療の連携体制、ネットワークづくりな

どについて協議しています。

保健予防課

保健福祉相談総合

調整

総合相談窓口を設置し、保健・福祉のサービス提供のた

めの相談、申請受付、支援を行っています。地域包括支

援センター、障害者相談支援事業所を包括し、地域にお

ける総合的な保健福祉の展開をすすめています。

すこやか福祉

センター

障害者相談支援事業

所

区内４か所のすこやか福祉センター内に設置し、障害者

（児）の総合相談・福祉サービスの申請取次業務、障害者

総合支援法に基づく相談支援業務や障害福祉サービス

利用支援などのケースワーク業務を行っています。

すこやか福祉

センター

障害者相談

区内５か所（すこやか福祉センター４か所及び障害福祉

課）にて障害のある人の保健と福祉に関する相談を行っ

ています。

障害福祉課／

すこやか福祉

センター

障害者地域自立生活

支援センター事業

（つむぎ）

身体障害、知的障害、発達障害、高次脳機能障害のある

方とそのご家族の生活を支援する窓口です。土曜日、日

曜日にも相談を受け付けています。

障害福祉課

成年後見制度

知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な人々

の権利や財産を守ることを目的とした制度です。関係機

関と連携を図りながら、制度の普及・定着を目指してい

ます。

すこやか福祉

センター／

障害福祉課

障害者差別の解消

障害者差別に関する相談窓口と、相談事案を検討する

「中野区障害者差別解消検証会議」を設置し、差別を解

消する相談体制を整備しています。

障害福祉課

ヘルプカード・ヘルプ

マーク啓発事業

障害のある人が、災害発生時や緊急時などにおいて、障

害の種別や特性に応じた支援を得られるようヘルプカ

ードとヘルプマークの配布と普及啓発を行っています。

障害福祉課

障害者就労支援
障害のある人の就労を支援し、就労後も働き続けられる

よう支援を行っています。
障害福祉課

障害者虐待防止

センター

障害者虐待通報の受理、虐待を受けた障害者の保護、虐

待防止のセミナー開催やリーフレット配布による啓発事

業、虐待防止マニュアルの作成をしています。

障害福祉課
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【地域の関係機関の取組】

７ 性的マイノリティ＊への支援と理解促進

８ 高齢者の孤立防止に対する支援

事業名 事業内容 関係機関

地域福祉権利擁護事

業（アシストなかの）

知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な人々

の福祉サービス利用支援、日常的金銭管理、書類預かり

等を行い、安心して自立した生活が送れるように支援し

ます。

中野区社会福祉

協議会

事業名 事業内容 担当課

人権週間パネル展

１２月４日～１０日の人権週間に合わせて、人権尊重意識

の普及啓発を目的とし、人権擁護委員の活動紹介や、区

内小学生の「人権の花」活動報告、さまざまな人権問題

に関するパネルなどにより人権問題の意識啓発を図り

ます。

企画課

パートナーシップ宣誓

ユニバーサルデザイン推進施策のひとつとして、同性カ

ップルのおふたりから、パートナーシップの関係である

旨の宣誓書等の書類の提出を受けて、区が受領証を交

付する取組です。

企画課

性的マイノリティ＊

対面・電話相談

性的指向や性自認に関する悩み等について、当事者だけ

でなく、家族なども含めた、性的マイノリティ＊当事者に

よる専門相談です。

企画課

エイズに関する相談・

検査

エイズに対する不安を取り除き正しい知識を普及するた

め、相談および検査を実施しています。また NPO 法人

への委託による HIV 即日検査・相談を実施し、ハイリス

クグループへの普及啓発と感染予防のための個別相談

を行っています。

保健予防課

職員向け自殺対策

人材育成事業（職員

向けゲートキーパー＊

養成研修）（再掲）

区職員向けに、ゲートキーパー＊養成研修の内容を中心

に、女性や子ども、性的マイノリティ＊の自殺、自死遺族

への支援など時代のニーズに応じた自殺関連テーマで

研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理解、相談対

応力向上を目指します。

保健予防課

事業名 事業内容 担当課

地域包括支援センタ

ー

高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉等の向上、生活

安定のために必要な援助、支援等を包括的に行います。

地域包括ケア

推進課

高齢者専門相談
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援を実

施します。
福祉推進課

高齢者虐待防止
高齢者虐待通報の受付、虐待防止の啓発等を行ってい

ます。
福祉推進課
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【地域の関係機関の取組】

事業名 事業内容 担当課

成年後見制度（再掲）

認知症等により、判断能力が不十分な人々の権利や財

産を守ることを目的とした制度です。関係機関と連携を

図りながら、制度の普及・定着を目指しています。

福祉推進課

緊急一時宿泊事業

区内の特別養護老人ホーム等を利用し、家庭の事情や災

害などにより、在宅での生活が困難な高齢者に対し、緊

急の一時宿泊（ショートステイ）事業を実施しています。

福祉推進課

高齢者施設措置

（再掲）

家庭環境、経済状況等の理由により家庭で生活すること

が困難な高齢者のために養護老人ホームや特別養護老

人ホームへの措置による入所を行います。

福祉推進課

民生委員・児童委員

活動支援

地域の身近な相談相手として相談・助言・支援を行うな

ど、地域福祉の担い手となる民生委員・児童委員の活動

を支援しています。

地域活動推進課

ひとり暮らし高齢者

等確認調査

区の依頼により、民生児童委員が一人暮らし等の高齢者

世帯を訪問し、生活状況を調査し、状況に応じてすこや

か福祉センターや地域包括支援センターに引継ぎ、必要

な支援を行っています。

地域活動推進課

地 域 在 宅 療 養 等 相

談・支援

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者のい

る家族に、介護方法を学ぶことや家族間の交流を図る機

会を提供しています。

すこやか

福祉センター

介護事業者向け自殺

対 策 人 材 育 成 事 業

（介護事業者向けゲー

トキーパー ＊ 養成研

修）

介護事業者向けにゲートキーパー＊養成研修を中心とし

た自殺に関連する研修を実施し、高齢者の自殺予防や相

談対応力向上を目指します。

介護・高齢者

支援課／

保健予防課

事業名 事業内容 関係機関

福祉何でも相談

（再掲）

毎日の生活で心配なこと、不安なこと、気になることな

ど、福祉に関することの全般的な相談窓口です。ご本人

からだけでなく、ご家族等のご相談も受付けます。お話

を伺い、必要なサービスの紹介や関係機関との連携しお

困りごとに対応します。

中野区社会福祉

協議会

高齢者困りごと支援

事業（再掲）

年を重ねていくことで出来なくなるちょっとしたことを

手伝いをするサービスです。区民の参加と協力を得て運

営しています。

中野区社会福祉

協議会

地域福祉権利擁護事

業（アシストなかの）

（再掲）

判断能力が不十分な認知症の方の福祉サービス利用支

援、日常的金銭管理、書類預かり等を行い、安心して自

立した生活が送れるように支援します。

中野区社会福祉

協議会

あんしんサポート事業

一人暮らしや身寄りのない高齢者の方々の、日常的な見

守り、入院時の対応等の老後の不安をサポートするサー

ビスです。

中野区社会福祉

協議会
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９ 自殺未遂者へのサポート

１０ 遺された人への支援

事業名 事業内容 担当課

自殺未遂者と関わる

地域関係機関との

連携

自殺未遂者と関わる可能性が高い警察や二次救急を有

する病院と連携し、自殺未遂者へ相談窓口案内カード

「こころといのちの相談窓口」を渡す、必要時、区の相談

窓口を紹介するなどの連携行っています。

保健予防課

事業名 事業内容 担当課

おくやみガイドブック

死亡届提出後の遺族の事務手続等に関する情報を掲載

した冊子に、身近な人を自死で亡くされた方が相談でき

る窓口や、気持ちや想いを分かち合う場（遺族の集い）の

情報を掲載し提供しています。

戸籍住民課

遺された人および支

援者との事例検討会

支援者や関係機関との事例検討会を実施し、事例検討

の結果を各関係機関に還元していくことで、相談業務を

担当している庁内各部課および関係機関へのバックアッ

プを図ります。

保健予防課

【新規】中野区版

自死遺族向けリーフ

レット

家族や大切な人を自死で亡くした方へ専門の相談先を

紹介するとともに、自死遺族の想いを掲載し、気持ちに

寄り添ったリーフレットを作成します。令和６年以降設置

予定の区役所のおくやみ窓口を中心に配布します。

保健予防課／

区民サービス課

職員向け自殺対策

人材育成事業（職員

向けゲートキーパー＊

養成研修）（再掲）

区職員向けに、ゲートキーパー＊養成研修の内容を中心

に、女性や子ども、性的マイノリティ＊の自殺、自死遺族

への支援など時代のニーズに応じた自殺関連テーマで

研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理解、相談対

応力向上を目指します。

保健予防課
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〇 自殺対策に関連する事業を、一体的に推進するため、関係各課が「自殺対策」の意識を持ち、状況に

応じて常に事業を改善していくことが必要です。

〇 精神疾患を抱える人への保健・福祉施策を検討していく協議会でも、「自殺防止」の観点を取り入れ、

精神疾患を抱える人を支える職種の意識向上、ネットワーク構築が必要です。

１ 区内関係機関との連携

２ 庁内関係課との連携と計画の推進体制

背景

成果指標と目標

取組の方向性

成果指標
現状値

（令和４年度）

目標値

（令和 10 年度）

精神保健、自殺対策に関連する会議体の開催回数 ４回 ４回

事業名 事業内容 担当課

中野区自殺対策

審議会

区長の委嘱を受けた区内の学識経験者、保健医療関係

者、社会福祉関係者、関係行政機関の職員等によって構

成され、市町村自殺対策計画の策定及び変更に関する

事項、自殺対策に係る施策の推進に関し必要な事項につ

いて審議します。

保健予防課

中野区地域精神保健

連絡協議会（再掲）

地域において精神障害者が安心して生活できるよう地

域の保健・福祉・医療の連携体制、ネットワークづくりな

どについて協議しています。

保健予防課

事業名 事業内容 担当課

中野区自殺対策計画

推進会議

自殺対策関連事業を所管する関係各課が参加する会議

体で、自殺を取り巻く現状の共有と各課の事業の進捗管

理をすることで、自殺対策計画の実行性を高めます。

保健予防課

施策Ⅳ いのち支える関係機関のネットワーク構築
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第５章 資料編
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１ 用語解説

英数字

〇ＳＮＳ

ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブサイト

の会員制サービスのこと。

あ行

〇ウェルテル効果

マスコミの自殺報道に影響されて自殺が増える事象のこと。

か行

〇ゲートキーパー

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞い

て、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこと。

さ行

〇性的マイノリティ

恋愛や性愛がどのような対象に向かうかという「性的指向」、自分自身の性をどのように認識し

ているかという「性自認」について、少数派にある人のこと。性的マイノリティの総称として

LGBTQ+という言葉がある。

た行

〇ターゲットアプローチ

自殺につながりやすいリスクの高い集団にターゲットを絞り、その対象に応じた対策を講じるこ

とで、具体的な課題解決を図り、自殺につながるリスクを下げる。

は行

〇ポピュレーションアプローチ

個人の持つリスクの大きさには関係なく、集団全体への働きかけを行うことで、誰もが生きやす

い街づくり、誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指す。

や行

〇ヤングケアラー

家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを

日常的に行っている子どものこと。
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２ 中野区自殺対策審議会条例

中野区自殺対策審議会条例

平成３０年７月２３日

条例第２７号

（設置）

第１条 中野区の自殺対策について総合的かつ効率的な推進を図るため、区長の附属機関

として、中野区自殺対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(１) 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に規定する市町村自殺

対策計画の策定及び変更に関する事項

(２) 自殺対策に係る施策の推進に関し、必要な事項

（組織）

第３条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(１) 学識経験者

(２) 保健医療関係者

(３) 社会福祉関係者

(４) 関係行政機関の職員

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。

３ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委
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員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。

２ 会長は、委員の互選により選任する。

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（議事）

第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の

審議会については、区長が招集する。

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開し

ないことができる。

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。

（資料の提出等の要求）

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見

の陳述又は説明を求めることができる。

（守秘義務）

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。

（庶務）
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第９条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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３ 第２期中野区自殺対策審議会委員名簿（任期：令和３年９月～令和６年８月）

敬称略

区分 氏名 所属等

学識経験者 大塚 淳子
帝京平成大学

人文社会学部人間文化学科福祉コース 教授

保健医療関係者 白川 毅 中野区医師会理事

保健医療関係者 小林 香 中野区歯科医師会副会長

保健医療関係者 濱 玉緒 中野区薬剤師会理事

保健医療関係者 小松 美和
東京都立中部総合精神保健福祉センター

広報援助課長

社会福祉関係者 吉成 武男 中野区町会連合会会長

社会福祉関係者
筒井 嘉男

（Ｒ３年 11 月まで）

中野区民生児童委員協議会

野方地区会長

社会福祉関係者
大倉 晴子

（Ｒ4年 12 月から）

中野区民生児童委員協議会

東部地区会長

関係行政機関の職員
長谷川 稔

（Ｒ4年 3月まで）

新宿公共職業安定所

職業相談部長

関係行政機関の職員
井上 直之

（Ｒ４年４月から）

新宿公共職業安定所

職業相談部長

関係行政機関の職員
丸山 和也

（Ｒ４年９月まで）

中野警察署

生活安全課長

関係行政機関の職員
竹内 秀之

（Ｒ４年 10 月から）

中野警察署

生活安全課長

関係行政機関の職員
澤根 勝彦

（Ｒ５年９月まで）

野方警察署

生活安全課長

関係行政機関の職員
新實 康徳

（Ｒ５年 10 月から）

野方警察署

生活安全課長

社会福祉関係者 松田 和也
ＮＰＯ法人リトルポケット

代表理事

社会福祉関係者 秋元 健策
中野区社会福祉協議会

事務局次長
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敬称略

区分 氏名 所属等

関係行政機関の職員 齊藤 光司
中野区教育委員会事務局

指導室長

関係行政機関の職員
佐藤 民男

（R4 年 3 月まで）

中野区立美鳩小学校

校長

関係行政機関の職員
遠藤 純子

（R4 年 4 月から）

中野区立啓明小学校

校長

関係行政機関の職員
松田 芳明

（R4 年 3 月まで）

中野区立第二中学校

校長

関係行政機関の職員
曽我 竜也

（R4 年 4 月から）

中野区立第二中学校

校長
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４ 第２期中野区中野区自殺対策計画策定までの経過について

年月日 内容

令和３年 11月 29 日

第２期第１回中野区自殺対策審議会 開催

・委嘱式

・会長・副会長選出

・諮問

・中野区の自殺の現状の確認

・国や都における自殺対策の取組

・中野区自殺対策計画改定についての意見交換

令和４年４月 27 日

中野区自殺対策担当者会議 開催

・中野区の自殺の現状の確認

・中野区自殺対策計画掲載事業の進捗状況確認

・中野区自殺対策計画改定についての意見交換

令和４年５月 30 日

第２期第２回中野区自殺対策審議会 開催

・現行計画の成果指標および数値目標の達成状況

・新規・拡充事業の進捗状況の確認

・自殺対策関連事業の実績確認

・中野区自殺対策計画改定についての意見交換

令和４年８月 29 日

第２期第３回中野区自殺対策審議会 開催

・答申（案）についての検討

・第２期 中野区自殺対策計画（案）についての検討

令和５年１月 30 日

第２期第４回中野区自殺対策審議会 開催

・答申（案）の確認

・第２期 中野区自殺対策計画（案）についての検討

令和５年３月３日 中野区長へ答申を提出

令和５年４月 24 日
第２期第５回中野区自殺対策審議会 開催

・第２期 中野区自殺対策計画（案）の確認

令和５年６月 28 日 第２期中野区自殺対策計画（素案）の策定

令和５年７月 24 日

８月５日
意見交換会 開催

令和５年９月５日

第２期第６回中野区自殺対策審議会 開催

・第２期中野区自殺対策計画（素案）に対する意見交換会での意見

について

・第２期中野区自殺対策計画（案）の確認

令和５年 11月 24 日～

12 月 14 日
パブリック・コメント手続き

令和６年１月 15 日
第２期第７回中野区自殺対策審議会 開催

・第２期中野区自殺対策計画（案）の確認

令和６年４月
「第２期中野区自殺対策計画 ～つながるまち なかの絆プラン～ 」

公布
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５ 自殺対策基本法

○自殺対策基本法

（平成十八年六月二十一日）

（法律第八十五号）

第百六十四回通常国会

第三次小泉内閣

改正 平成二七年九月一一日法律第六六号

同二八年三月三〇日同第一一号

自殺対策基本法をここに公布する。

自殺対策基本法

目次

第一章 総則（第一条―第十一条）

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条）

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条）

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となって

いることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと

もに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図

り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことので

きる社会の実現に寄与することを目的とする。

（平二八法一一・一部改正）

（基本理念）

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重される

とともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要

因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られ

ることを旨として、実施されなければならない。

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な

要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
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３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的

観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わっ

た後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実

施されなければならない。

（平二八法一一・一部改正）

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有する。

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うもの

とする。

（平二八法一一・一部改正）

（事業主の責務）

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心

の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（平二八法一一・旧第五条繰上）

（国民の責務）

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努

めるものとする。

（平二八法一一・旧第六条繰上・一部改正）

（国民の理解の増進）

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよ

う必要な措置を講ずるものとする。

（平二八法一一・追加）

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進

に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわし

い事業を実施するよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機
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関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努

めるものとする。

（平二八法一一・追加）

（関係者の連携協力）

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条

に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同

じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のた

め、相互に連携を図りながら協力するものとする。

（平二八法一一・追加）

（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の

平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。

（平二八法一一・旧第七条繰下）

（法制上の措置等）

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。

（平二八法一一・旧第九条繰下）

（年次報告）

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出し

なければならない。

（平二八法一一・旧第十条繰下・一部改正）

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

（平二八法一一・追加）

（自殺総合対策大綱）

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及

び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければならない。

（平二八法一一・追加）

（都道府県自殺対策計画等）

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺

対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区

域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす

る。

（平二八法一一・追加）
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（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対

策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業

等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令

で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

（平二八法一一・追加）

第三章 基本的施策

（平二八法一一・旧第二章繰下）

（調査研究等の推進及び体制の整備）

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の

防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等

又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対

策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす

る。

（平二八法一一・旧第十一条繰下・一部改正）

（人材の確保等）

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係

る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十三条繰下・一部改正）

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発

の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機

会の確保等必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及

び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当

該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きてい

くことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等にお
かん

ける対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康

の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（平二八法一一・旧第十四条繰下・一部改正）

（医療提供体制の整備）

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に
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対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有

する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精

神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行

う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科

医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体

等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十五条繰下・一部改正）

（自殺発生回避のための体制の整備等）

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を

回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十六条繰下）

（自殺未遂者等の支援）

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な

支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十七条繰下・一部改正）

（自殺者の親族等の支援）

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心

理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十八条繰下・一部改正）

（民間団体の活動の支援）

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動

を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

（平二八法一一・旧第十九条繰下・一部改正）

第四章 自殺総合対策会議等

（平二八法一一・旧第三章繰下・改称）

（設置及び所掌事務）

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進

すること。

（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十条繰下・一部改正）

（会議の組織等）
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第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定す

る者をもって充てる。

４ 会議に、幹事を置く。

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十一条繰下・一部改正）

（必要な組織の整備）

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るも

のとする。

（平二八法一一・追加）

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（平成一八年政令第三四三号で平成一八年一〇月二八日から施行）

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一 附則第七条の規定 公布の日

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置）

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定に

より置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項

の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

（政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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６ 相談機関一覧

相談内容 相談窓口 電話番号等 受付時間等

中野区　中部すこやか福祉センター 03-3367-7788

中野区　北部すこやか福祉センター 03-3389-4323

中野区　南部すこやか福祉センター 03-3380-5551

中野区　鷺宮すこやか福祉センター 03-3336-7111

0120-279-338
24時間（年中無休）
外国語による相談は10時～22時

03-3264-4343 24時間（年中無休）

東京都夜間こころの電話相談 03-5155-5028 17時～21時半（年中無休）

東京都LINE相談

AIチャットボット
「こころコンディショナー」

心の健康・依存症
思春期・青年期に関する相談

東京都立
中部総合精神保健福祉センター

03-3302-7711 月～金　9時～17時

03-5339-1133 毎日　10時～22時

0570-078374
IP電話からは
03-6745-5601

月～金　 9時～21時
　    土　 9時～17時

差別、いじめ、嫌がらせ みんなの人権110番 0570-003-110 月～金　8時半～１７時15分

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 月～土　9時～17時

中野区消費生活センター
※中野区在住・在勤・在学の方 対象

03-3389-1191 月～金　9時半～16時

様々な困りごとについて
専門相談を案内

警視庁総合相談センター
＃9110　または
03-3501-0110

24時間（年中無休）

警視庁犯罪被害者ホットライン 03-3597-7830 月～金　8時半～17時15分

日本司法支援センター　法テラス
0570-079714
IP電話からは
03-6745-5601

月～金　9時～21時
土　　　　9時～17時

中野区犯罪被害者等相談支援窓口 03-3228-5713 月～金　8時半～17時

性犯罪被害にあわれた方や
そのご家族の相談

性犯罪被害相談電話
#8103　または
0120-081034

24時間（年中無休）

東京都　妊娠相談ほっとライン メール相談(詳細はホームページをご確認ください)
fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/
ninshin-hotline.html

犯
罪
被
害
者
支
援

犯罪被害にあわれた方や
その家族の相談

※中野区在住、在勤、在学の被害者
ご本人またはそのご家族、ご遺族

法
律
・
消
費
生
活

法的トラブル 日本司法支援センター　法テラス メールでの問い合わせ
(詳細はホームページをご確認ください)
www.houterasu.or.jp/cgi-
bin/formmail/formmail.cgi?d=toiawase

消費者生活のトラブル
借金・多重債務問題

こころといのちの相談窓口
　ひとりで悩まないで　あなたからの相談をお待ちしています
      最新の情報は、各種相談窓口のホームページ等をご確認ください。
　　　各種相談窓口の受付時間等につきましては、原則として祝日・年末年始は除きます。ご相談は無料です（別途、通信料がかかります）。

東京いのちの電話 インターネット相談
(詳細はホームページをご確認ください)
www.inochinodenwa-net.jpこ

こ
ろ
と
か
ら
だ

こころの相談・アルコール問題
からだの相談
子育てや発達に関する相談

月～金　8時半～17時
※精神科医の相談は予約制
※お住まいの地域のすこやか
福祉センターにご相談ください

　　　　管轄地域はこちら→

暮らしの困りごと、悩み
女性の相談、10代20代の女性相談
性の多様性
死にたいほどつらい

よりそいホットライン

ＦＡＸ相談：0120-773-776

不安、孤独、こころの
苦しみ、悩み、生きづらさなど

東京自殺防止センター 03-5286-9090
20時～深夜2時半（年中無休）
月　22時半～深夜2時半
火　17時～深夜2時半

東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっとライン

0570-087478
12時～翌朝5時半
（年中無休）

LINEアカウント名：相談ほっとLINE＠東京
受付時間：15時～22時30分（年中無休）
※詳細は東京都福祉保健局ホームページでご案内

東京都が試行中の、気持ちの整理が出来るツール
www.cocoro-conditioner.jp

思いがけない妊娠など
妊娠や出産に関する相談

中野区のホームページからも

ご覧いただけます→
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相談内容 相談窓口 電話番号等 受付時間等

自死により身近な人、大切な人を亡く
した方へ

とうきょう自死遺族総合支援窓口 03-5357-1536
火・水・金　15時～19時
日　　　　　 13時～17時

03-3261-4350
木　10時～20時
日　10時～18時

自死遺族の方のための電話相談
自死遺族傾聴電話（グリーフケア・サ
ポートプラザ）

03-3796-5453 火・木・土　12時～16時

手紙による相談 自死・自殺に向き合う僧侶の会

配偶者暴力（DV）
交際相手暴力（デートDV）

東京ウィメンズプラザ 03-5467-１７２１ 毎日　9時～21時

男性のための悩み相談
東京ウィメンズプラザ
男性のための悩み相談

03-3400-5313
月・水　17時～20時
土　　　 14時～17時

中野くらしサポート
03-3228-8950
中野区役所2階16番
窓口

月～金　8時半～17時

中野区生活援護課生活相談係 03-3228-8927 月～金　8時半～１７時

0120-565-455
月・火　17時～22時
土・日　10時～16時

求人情報・失業給付などの
職業相談

東京労働局　東京ハローワーク

就業に関する相談 東京しごとセンター 03-5211-1571
月～金　9時～20時
土　　　　9時～17時

03-5272-0303 24時間（年中無休）

新宿・中野・杉並のこころの医療機関情
報について検索

東京23区西部
こころの医療機関マップ

義務教育終了後から40歳未満の
若者とその家族に関するあらゆる
相談

03-5937-3271

子どもの性格・行動・発達、学校生活や
不登校など、教育全般に関する相談

中野区立教育センター　教育相談室 ０３ｰ５９３７ｰ３０８３ 月～金　１０時～1７時

いじめ等で悩んでいる子どものための
電話相談 「こども110番」

こども１１０番 ０３ｰ５９３７ｰ３６５２ 月～金　１０時～1８時

虐待、不登校、いじめ、非行などの
さまざまな相談

東京都子供家庭総合センター

03-3267-0808 月～土   11時～20時

0120-1-78302 月～土　15時～21時

18歳未満の子どもと保護者向けの親
子関係や子育てについての悩み

親子のための相談LINE
◀お手持ちのスマートフォ
ンで左の二次元バーコード
をお読み取りください。

月～金　9時～23時
土日祝・年末年始　9時～17時

月～金　8時半～17時

医
療

東京都内の医療機関情報について
検索

医療機関案内サービス
ひまわり インターネットでの検索

www.himawari.metro.tokyo.jp

インターネットでの検索
kuseibu-kokoro.jp

こころの耳

子
育
て
・
子
ど
も
・
若
者

子どもの発達、養育、虐待等
18歳未満の子どもとその家庭に
関するあらゆる相談

中野区子ども・若者支援センター

03-5937-3257

詳細はホームページをご確認ください
www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei
/kodomokateicenter.html

東京都内にお住まいの
18歳以上の若者の
様々な悩みや不安など

東京都若者総合相談センター
若ナビα メール、ＳＮＳ、面接相談

(詳細はホームページをご確認ください)
www.wakanavi-tokyo.metro.tokyo.lg.jp

青少年のためのインターネット、
スマートフォン等トラブル相談

こたエール メール、ＳＮＳでの相談
(詳細はホームページをご確認ください)
tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp

メールやＳＮＳでの相談
(詳細はホームページをご確認ください)
kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/

詳細はホームページをご確認ください
jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/

自
死
遺
族
支
援

自死遺族の方のための相談窓口
自死遺族相談ダイヤル（全国自死遺族
総合支援センター グリーフサポートリ
ンク）

メール相談(詳細はホームページをご確認ください)
wakachiai@izoku-center.or.jp

〒108-0073　港区三田4-8-20　往復書簡事務局宛

男
女
関
係

生
活
・
仕
事

生活に困っている

働く方などの心身の不調や
不安・悩みなど



- 69 -

相談内容 相談窓口 電話番号等 受付時間等

東京都内にお住まいの
18歳未満の子どもと保護者向けの親
子関係や子育てについての悩み

子ゴコロ・親ゴコロ相談
＠東京

◀お手持ちのスマートフォ
ンで左の二次元バーコード
をお読み取りください。

月～金　9時～22時半
土日祝・年末年始　9時～17時

未成年の方ご本人や
そのご家族や関係者の相談

ヤング・テレホン・コーナー
（警視庁少年相談係）

03-3580-4970 24時間（年中無休）

03-3228-5612 月～金　8時半～17時

090-5412-0666
月～金　9時～17時
（第３月曜日、年末年始は休み）

tunagaru@nakanoshakyo.com

0120-529-528 月～金　10時～17時

再
犯
防
止

万引きや暴力、痴漢などの犯罪行為を
してしまうご本人やそのご家族などの
相談窓口

犯罪お悩みなんでも相談 03-6907-0511
火・木（祝日、年末年始除く）　9時～
17時

                          　　の塗り潰しは中野区の事業です。 中野区 健康福祉部 保健予防課 精神保健支援係　発行（2024年１月更新）

メール、訪問での相談
(詳細はホームページをご確認ください)
www.hikikomori-tokyo.jp

子

育

て

・

子

ど

も

・

若

者 ひとり親家庭への各種サービス
中野区子育て支援課
子育てサービス係

メールでの相談(詳細はホームページをご確認ください)
www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/242900/d001420.html

ひ
き
こ
も
り

ひきこもりに関する相談に電話・メー
ル・訪問でお話を伺います。

ひきこもり相談（中野区社会福祉協議
会）

ひきこもりで悩んでいる
本人や家族など

東京都ひきこもりサポートネット
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